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定款一部変更及び本店所在地変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更の承認を求める議案を2025年12月3日

開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

記 

 

 

１. 変更の理由 

（１）当社は、2022年8月に新型コロナウイルス感染症の拡大を契機としてテレワーク

（在宅勤務）制度を導入し、賃料の効率化を目的としてオフィススペースを縮小

するとともに、本店所在地を東京都港区から東京都中央区へ移転いたしました。

その後、2025年6月の新経営体制発足に伴い、リモートワークを解除し、対面での

コミュニケーションやチーム連携を重視する方針へと転換しております。これに

合わせてオフィス機能の拡充を進める中で、提携先との連携強化やアクセス利便

性などを総合的に勘案し、第３条に定める本店所在地を東京都中央区から東京都

港区へ変更するものであります。 

 

  本店移転日  ： 2025年12月3日 

  新本店所在場所 ： 東京都港区西新橋１－６－１１西新橋光和ビル 4F 

 

（２） 当社は、2025年8月14日に公表した中期経営計画において、暗号資産金融事業を

中核事業として位置づけております。本事業では、①自社における暗号資産の取

得・保有を通じて財務基盤の強化と事業規模の拡大を図る「暗号資産トレジャリ

ー」と、②市場から暗号資産を一定の金利条件で調達することでデットファイナ

ンスを行い、財務基盤を補強する「暗号資産レンディング」の２つの戦略を推進

しております。また、保有する暗号資産の運用を通じて、暗号資産の価格上昇に

よる含み益の獲得のみならず、安定的な運用収益の創出も目指しております。さ

らに、将来的な暗号資産のマスアダプション（社会的普及）を見据え、ユーザー

接点とレンディング等の金融サービスをシームレスに結びつける次世代金融プラ

ットフォーム「Neo Crypto Bank構想」の実現に向け、段階的な取り組みを進めて

おります。当社の発行可能株式総数は現在600万株であり、2025年10月14日時点の

発行済株式総数は3,282,992株となっております。2025年9月25日に発行した第14

回および第15回新株予約権がすべて行使された場合、発行済株式総数は約513万株
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となる見込みです。今後の事業拡大および資本政策の機動性確保を目的として、

発行可能株式総数を1,313万株に変更するものであります。 

 

２. 定款変更の内容 

 定款の変更内容は以下のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都中央区に置

く。 

 

 

（発行可能株式総数）  

第６条 当会社の発行可能株式総数は、600万 

株とする。      

（本店の所在地） 

第３条当会社は、本店を東京都港区に置く。 

 

 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1,313

万株とする。 

 

 

３．変更の日程 

定款変更のための株主総会開催予定日  2025年12月3日（予定） 

定款変更の効力発生予定日        2025年12月3日（予定） 

 

以上 


